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私的年金制度に関する今後の検討における主な視点

・ 働き方やライフコースの多様化・高齢期の就労拡大・企業年金の実施状況の低下など制度をとりまく現状

・ 昨年の部会における意見やこれまでの政府としての取組

等を踏まえると、例えば、以下のような視点から検討していくことが考えられるのではないか。

① 国民の様々な働き方やライフコースの選択に対応し、公平かつ中立的に豊かな老後生活の実現を支援することができる私的

年金制度の構築

（→ 加入可能要件、拠出限度額、受給方法などの拠出時・給付時の仕組み等）

② 私的年金制度導入・利用の阻害要因を除去し、より多くの国民が私的年金制度を活用することができる環境整備

（→ 制度のわかりやすさ、手続等の簡素化、企業年金等の普及促進（特に、中小企業）、周知広報等）

③ 制度の運営状況を検証・見直し、国民の資産形成を促進するための環境整備

（→ 投資教育・指定運用方法の検証、自動移換金対策、運用体制・手法の検証、従来の制度改正で提起された課題等）

【経済・社会の変化】

現役 老後

✓ 働き方・ライフコースの多様化、転職者の増加、高齢期の就労拡大・多様化

✓ 生産年齢人口の急減とそれに伴う人手不足の深刻化

✓ 高齢期の長期化による資産形成への意識・機運の高まり

✓ 高齢期の長期化

✓ 長期化に伴う老後生活へのニーズの多様化

【経済・社会の変化と私的年金制度】

• 多様な働き方の中で、早期から継続的に資産形成を図ることができるようにする

• 個々の事情に応じて、多様な就労と私的年金・公的年金の組合せを可能にする

【今後の検討における主な視点（例）】
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2021年4月1日（参考）私的年金制度（企業年金・個人
年金）の検討状況



令和２年改正法附則における検討規定及び附帯決議

（検討）

第２条

５ 政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平

に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人

型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置

を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

令和2年改正法附則検討規定

（衆議院厚生労働委員会）※附則検討規定と同様の内容

国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられ

るようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出

年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般

的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

（参議院厚生労働委員会）

九 自営業者等の高齢期の経済基盤の充実を図るため、国民年金基金や個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）への加

入の促進を図ること。また、個人型確定拠出年金の加入者手数料等に係る透明性を確保するため、国民年金基金

連合会等に対し、手数料の算定根拠に関する情報公開を定期的に行うよう促すこと。

附帯決議
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○ 年金制度の機能強化を図るための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年改正法）の附則の検討規定に、与
野党共同の修正によって以下の項目が追加されるとともに、衆議院厚生労働委員会と参議院厚生労働委員会において、
以下の附帯決議が付された。



令和５年度税制改正大綱（抄）

第一 令和５年度税制改正の基本的考え方等

４．経済社会の構造変化も踏まえた公平で中立的な税制への見直し

（１）個人所得課税のあり方
③ 私的年金等に関する公平な税制のあり方

働き方やライフコースが多様化する中で、雇用の流動性や経済成長との整合性なども踏まえ、税制が老後の生活や資産
形成を左右しない仕組みとしていくことが、豊かな老後生活に向けた安定的な資産形成の助けとなると考えられる。
例えば、退職金や私的年金の給付に係る課税について、給付が一時金払いか年金払いかによって税制上の取扱いが異な

り、給付のあり方に中立的ではないこと、退職所得課税について、勤続年数が20 年を超えると一年あたりの控除額が増加
する仕組みが転職などの増加に対応していないといった指摘もある。
こうした観点から、令和３年度税制改正大綱では、私的年金等の拠出・給付段階の課税について、諸外国の例も参考に

給与・退職一時金・年金給付の間の税負担のバランスを踏まえた姿とする必要性について指摘した。私的年金や退職給付
のあり方は、個人の生活設計にも密接に関係することなどを十分に踏まえながら、拠出・運用・給付の各段階を通じた適
正かつ公平な税負担を確保できる包括的な見直しが求められる。個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入可能年齢の70 歳へ
の引上げや拠出限度額の引上げについて、令和６年の公的年金の財政検証にあわせて、所要の法制上の措置を講じること
や結論を得るとされていることも踏まえつつ、老後に係る税制について、例えば各種私的年金の共通の非課税拠出枠や従
業員それぞれに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にしながら、あるべき方向性や全体
像の共有を深めながら、具体的な案の検討を進めていく。

第二 令和５年度税制改正の具体的内容
（略）

第三 検討事項
１ 年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保
障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との
関連、給与課税等とのバランス等に留意するとともに、平成30 年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制
度改革の方向性、諸外国の例も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。

令和４年12月16日
自 由 民 主 党
公 明 党
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資産所得倍増プラン （抄）

４．第一の柱：家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせるNISAの抜本的拡充や恒久化

⑤NISAの手続きの簡素化

○ 投資未経験者も含めて、利用者が簡単にNISAを活用できるようにするとともに、サービスを提供する金融機関や

利用者の負担を軽減する観点から、関係省庁において連携の上、デジタル技術の活用等により、NISAに係る手続きの

簡素化・合理化等を進める。さらに、デジタル庁と連携を図りつつ、マイナンバーカードの活用も含め、NISA・iDeCo

の口座開設の簡素化を検討する。

５．第二の柱：加入可能年齢の引上げなどiDeCo制度の改革

＜iDeCo制度の改革＞

○ iDeCo（individual-type Defined Contribution pension plan、個人型確定拠出年金）制度は、個人が加入し、

加入者が自ら定めた掛金額を拠出・運用するものであり、原則60歳以降に、掛金とその運用益の合計額をもとに給付額

が決定し、給付を受ける制度である。

○ iDeCoには３つの税制優遇が存在する。①掛金の拠出について全額所得控除される。②運用益も非課税で再投資され

る。③受け取る時も税制優遇措置がある。一時金として受け取る場合には「退職所得控除」、年金の場合は「公的年金

等控除」の控除を受けることができる。

○ こうした優遇措置を有するiDeCo制度は豊かな老後生活に向けた資産形成の手段として幅広い世代に活用されており、

アンケート調査によれば、iDeCoの加入者を保有資産別に見ると、100万円-500万円の層の活用が多く、また、20歳代

のiDeCo加入者はiDeCoの利用をきっかけとして資産運用を開始した割合が５割となるなど、中間層を中心とする層で

活用され、家計の資産所得の増加に貢献している。
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資産所得倍増プラン （抄）

○ iDeCoは2001年の制度創設以来、加入対象範囲の拡大などの累次の制度改革を行ってきた。2017年１月の制度改正で

は、加入対象を拡大し、国民年金第1号被保険者及び企業年金のない第２号被保険者に限定されていたものから、全ての

被保険者種別の国民年金被保険者を加入可能とした。2022年５月からは加入可能年齢を拡大し、60歳未満の国民年金被

保険者に限定されてきたものから、原則65歳未満の国民年金被保険者であれば加入可能とした。

○ このような制度拡充の中で、iDeCoの加入者は2017年3月末時点の43万人から239万人と拡大してきたものの、公的

年金加入者（6,725万人）と比較すれば、なお限定的であり、更に利用を進める余地が大きい。制度の認知度の向上や

手続きの煩雑さの解消を進め、iDeCoをより容易にかつ幅広く活用できるようにする。

○ さらに、2020年に高年齢者雇用安定法の改正法が成立し、2021年4月より65歳から70歳までの高年齢者就業確保

措置を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援することとなった。そこで、高齢者の就業機会

確保の努力義務が70歳まで伸びていること、働き方やライフスタイルが多様化していることに留意し、老後に向けた家

計の資産形成の更なる環境整備が求められていることから、iDeCo制度の改革を実施する。
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資産所得倍増プラン （抄）

①iDeCoの加入可能年齢の引上げ

○ iDeCoの加入には国民年金被保険者である必要があり、iDeCoの加入可能年齢については、①第１号被保険者(自営業

者等)は60歳未満、②第２号被保険者(会社員・公務員等)は65歳未満、③第３号被保険者(専業主婦(夫))は60歳未満、

④任意加入被保険者:保険料納付済期間等が480月未満の者は任意加入が可能(65歳未満)となっており、違いがある。

○ そこで、働き方改革によって、高年齢者の就業確保措置の企業の努力義務が70歳まで伸びていること等を踏まえ、

iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げる。このため、2024年の公的年金の財政検証に併せて、所要の法制上の措置を

講じる。

②iDeCoの拠出限度額の引上げ及び受給開始年齢の上限の引上げ

○ 現在のiDeCoの拠出限度額は、第１号被保険者（自営業者等）は月額6.8万円、第２号被保険者（会社員・公務員等）

のうち企業年金ありの者は月額1.2-2.0万円、企業年金なしの者は2.3万円、第３号被保険者（専業主婦（夫））は月額

2.3万円となっている。

○ 2024年12月より、会社員・公務員等のうち、企業年金ありの者は、拠出限度額が2.0万円に統一される予定である。

○ また、iDeCoの受給を開始できる年齢については、上限年齢が75歳となっている。

○ これらのiDeCoの拠出限度額の引上げ及び受給開始年齢の上限の引上げについて、2024年の公的年金の財政検証に

併せて結論を得る。

③iDeCoの手続きの簡素化

○ なお、NISAと併せて、iDeCoについても、各種手続きの簡素化・迅速化を進め、マイナンバーカードの活用も含め

事務手続きの効率化を図る。

（注）税制措置については、今後の税制改正過程において検討することとされている。
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資産所得倍増プラン （抄）

６．第三の柱：消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設

＜消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設＞

○ そのため、中立的なアドバイザーの見える化を進めるとともに、そうしたアドバイザーにより顧客本位で良質なアドバイ

スが広く提供されるよう取り組んでいくことが重要である。そこで、令和６年中に新たに金融経済教育推進機構（仮称）を

設置し、アドバイスの円滑な提供に向けた環境整備やアドバイザー養成のための事業として、中立的なアドバイザーの認定

や、これらのアドバイザーが継続的に質の高いサービスを提供できるようにするための支援を行う。

○ 特に、こうした中立的なアドバイザーが行うアドバイスが投資初心者層へ広く提供されるよう、助言対象を絞った投資助

言業（例えば、つみたてNISAやiDeCoにおける投資可能商品に限定）の登録要件の緩和を、必要な監督体制の整備と併せて

検討する。

７．第四の柱：雇用者に対する資産形成の強化

＜企業による資産形成の支援強化＞

○ また、企業における雇用者の資産形成の支援のための取組は、人的資本の戦略上も重要である。その一方で、中小企業に

おいては雇用者の資産形成支援の取組が十分には進んでおらず、中小企業も含めた幅広い支援を行っていくことが求められ

る。そこで、中小企業において職場つみたてNISAや企業型確定拠出年金、iDeCoが広がるように、これらの制度の普及に

取り組むとともに、必要な支援について検討を行う。

○ さらに、企業による雇用者の資産形成の強化は、本年８月に公表した「人的資本可視化指針」に示したとおり従業員

エンゲージメントの向上にも効果的であり、「人的資本可視化指針」も活用し、雇用者の資産形成を支援する取組を積極的

に情報開示するように企業に促していく。
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資産所得倍増プラン （抄）

８．第五の柱：安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実

＜安定的な資産形成の重要性の浸透＞

○ そこで、中立的なアドバイザーの認定に関する事業と併せ、官民一体となった金融経済教育を戦略的に実施するための

中立的な組織として、既述のとおり、新たに令和６年中に金融経済教育推進機構（仮称）を設立する。その際、日本銀行が

事務局を担う金融広報中央委員会の機能を移管・承継するほか、運営体制の整備や設立・運営経費の確保に当たっては、

政府・日本銀行に加え、全国銀行協会・日本証券業協会等の民間団体からの協力も得る。

○ 金融経済教育推進機構（仮称）を中心として、企業による社員への継続教育の充実や地方自治体による金融経済教育の

実施と併せて、広く国民に訴求する広報戦略を展開するとともに、学校・企業向けの出張授業やシンポジウムの開催など、

官民一体となった効率的・効果的な金融経済教育を全国的に実施する。

○ 「金融リテラシー・マップ」の活用や、行動経済学の知見も参考にする。

＜国民への働きかけ＞

○ NISAの抜本的拡充やiDeCo制度の改革、中立的なアドバイザー制度の創設や金融経済教育の充実を政策的に進める一方で、

これまで投資未経験の方(約8,000万人)に、資産形成に一歩踏み出してもらうための働きかけを行う。

○ このため、資産形成支援に関連する施策を関係省庁や地方自治体・民間団体等が連携して、国全体として総合的かつ計画

的に推進すべく、国家戦略としての「基本的な方針」を策定する。その際、金融庁が事務局機能を担い、関係省庁の連携を

促すとともに施策の調整・フォローアップを行う。また、協議会等の場を設け、広く官民が協力して資産形成に必要な施策

の協議・推進にあたる。

○ 新機構においては、個人が投資機会を身近に感じられるよう、つみたてNISA等の制度に関する情報発信も含め、

全世代向けに積極的な広報を展開する。

○ なお、機構の設立準備の段階から、協議会等により、国民への働きかけのための活動を、金融事業者等各参加者の適切な

役割分野の下で行う。
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資産所得倍増プラン （抄）

10．第七の柱：顧客本位の業務運営の確保

○ 家計の安定的な資産形成を図るためには、成長の果実が家計に分配される「資金の好循環」を実現することが重要である。

そのため、家計の資産形成を支えるように、顧客・受益者から投資先企業へ投資がなされ、その価値向上に伴う配当等が家

計に還元される一連の流れ（インベストメント・チェーン）の各参加者が期待される機能を十二分に発揮することが必要で

ある。このため、金融事業者や企業年金制度等の運営に携わる者について、横断的に、顧客等の利益を第一に考えた立場か

らの取組の定着や底上げが図られるよう、必要な取組を促すための環境整備を行う。

○ アセットオーナー（企業年金含む）については、受益者等の便益を最大化する観点から、アセット（資産）の性格や規模

を踏まえた適切な運用リターンの実現を図る必要がある。このため、関係省庁が連携して幅広い関係者との継続的対話の体

制を整備し、運用体制・手法に係る調査研究の実施やベストプラクティスの共有・普及を図るなど、運用の改善に向けた対

応を進める。
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スタートアップ育成５か年計画 （抄）

５．第二の柱：スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化

（21）個人金融資産及びGPIF等の長期運用資金のベンチャー投資への循環

○ 2,000兆円に及ぶ日本の個人金融資産がスタートアップの育成に循環するとともに、GPIF等の長期運用資金が、

ベンチャー投資やインフラ整備等に循環する流れを構築する。

○ このため、エンジェル投資家等によるベンチャー投資の促進や年金等の国内ベンチャーファンドへの投資を通じて、

個人金融資産をスタートアップの育成に循環させるためにも、資産所得倍増プランを推進する。

○ また、GPIFなどの公的機関投資家は、市場全体の持続的成長、分散投資によるリスク低減・パフォーマンス向上と

いった被保険者等の利益の観点から、国内ベンチャーファンドへの投資を通じて成長の原動力である国内スタート

アップへの資金供給拡大のための環境整備を図る。

○ 企業年金について、受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るスチュワードシップ・コードの受け入れや、

コーポレートガバナンス・コードを踏まえた上場企業の人事面・運営面の取組を促す。
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